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《令和 7 年 3 月 6 日新規》  

 

○ 取扱い 

 慢性膵炎に対するカモスタットメシル酸塩錠（フオイパン錠等）の長期

投与は、原則として認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 カモスタットメシル酸塩錠（フオイパン錠等）は蛋白分解酵素阻害作用

等を有する医薬品で、添付文書の効能・効果は「慢性膵炎における急性症

状の緩解、術後逆流性食道炎」である。 

 膵炎は、膵液に含まれるトリプシンやキモトリプシンなどの蛋白分解酵

素が活性化され膵臓の炎症を引き起こした疾患であり、当該医薬品の投与

により、蛋白分解酵素の働きが阻害され、膵炎の炎症症状が寛解される。

また、慢性膵炎は、長期間にわたって膵臓の炎症が持続するものであり、

症状の発現により、当該医薬品の長期投与が必要となる。 

 以上のことから、慢性膵炎に対する当該医薬品の長期投与は、原則とし

て認められると判断した。 

 

 


